
実施計画書の作成 提出（実施計画書＋要約書）
【R1.6.12】

環境保全の見地 縦覧
からの意見 周知 実施計画書の周知

【R1.6.25～R1.8.7】 説明 説明会の開催（計７か所） 【R1.6.25～R1.7.24】
【R1.7.4（己斐上公民館）】～
【R1.7.19（五月が丘小学校）】 環境影響評価審査会の開催

【R1.8.22（第１回）】

　市民意見の概要（都市計画決定

　権者の見解）の作成

環境影響評価審査会の開催
【R1.10月頃（第2回）】

送付（市長意見）
【時期未定】

環境影響評価項目・手法の選定

準備書の作成

縦覧
周知 準備書の周知

説明

公聴会の開催に係る公告
※準備書の縦覧期間内に要望受付

公聴会の開催

送付（公述意見書） 公述意見書の作成

　市民意見の概要（都市計画決定
　権者の見解）の作成

評価書の作成

評価書の再検討及び補正 市　長　意　見
（必要と認める場合のみ）

縦覧
周知 評価書の周知

工事着手（完了） 提出（工事着手届、工事完了届）

届出があった旨の公告

事後調査の実施 提出（事後調査計画書）

事後調査報告書 提出（事後調査報告書）

　注２　これまでに終了した手続き　：　　　　　　　　　　、　実施計画書に係る手続の範囲　：

提出（評価書＋要約書）

提出（補正後の評価書＋要約書）

評価書+要約書の公告縦覧

事後調査計画書の公告縦覧

送付（市長意見） 市　長　意　見
（市民意見の概要等の提出後90日以内）

事後調査報告書の公告縦覧

　注１　都市計画決定権者は、事業者（広島市（都市交通部）、広島高速交通株式会社）に対し、環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、
　　　　説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

環境保全の見地
からの意見

準備書+要約書の公告縦覧

公聴会の開催要望

提出（市民意見の概要等）

環境影響評価審査会の開催

説明会の開催

環境影響評価審査会の開催

（広島市（都市交通部）、
広島高速交通株式会社）

（環境保全課が事務を所管）

実施計画書+要約書の公告縦覧

提出（市民意見の概要等）

市　長　意　見
（市民意見の概要等の提出後60日以内）

環境影響評価技術指針
環境影響評価の実施

提出（準備書＋要約書）

広島市環境影響評価条例に基づく環境影響評価の手続
広島市環境影響評価条例

住民
都市計画決定権者 事業者 市長

（都市計画課が事務を所管）
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資料１ 


